		


納付済証貼付欄　証明書１通につき650円



※１　鳥取県指定の納付書により銀行・コンビニエンスストア等でお支払い後、
納税証明書（納付済証）部分を貼り付けてください。
（領収証書部分は申請者保管用ですので提出しないでください。）
※２　複数枚申請される場合、残余は裏面に貼り付けてください。

















免許状授与（交付）証明書交付申請書

　　　　　　〒　　
　現住所　　
（ふりがな）　　
氏　　　　名　　
　生年月日　　　　　　　年　　　月　　　日

私は　　　　　　　　　　　　　　のため、下記の免許状の授与（交付）証明書の交付を受けたいのでお願いします。

令和　　年　　月　　日

鳥取県教育委員会　　様

記

	番　　号
	授与年月日
	免許状の種類
	教　科
	授与権者
	必要証
明部数

	例）○○○
○第○号
	昭和○年○月○日
	○○教諭○○
免許状
	○
	鳥取県
	○

	


	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	





備考　提出された納付済証は原則として返却しないものとする。
様式第１９号

連	絡	票


申 請 の 種 類 に ○ を し 、 必 要 事 項 を 記 入 し て 提 出 し て く だ さ い 。


①　〔　　　〕　教育職員免許状書換願

１，０００円　×　　　　　　通　＝　　　　　　　　円

②　〔　　　〕　教育職員免許状再交付願

１，３００円　×　　　　　　通　＝　　　　　　　　円

③　〔　○　〕　免許状授与証明書交付申請書

６５０円　×　　　　　　通　＝　　　　　　　　円


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　計　　　　　　　　　　円


　　　　令和　　　年　　　月　　　日


所　　属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（在宅、学校名、会社名等）


氏　　名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　旧姓　：　　　　　　　　　）


電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 日中連絡のつく番号 ）


※ 改姓しておられる場合は旧姓欄の記入もお願いします。
※ 原則、こちらで受け付けてから、最長１５日以内に発行します。



【免許状授与証明書申請のご案内】


○「教育職員免許状授与証明書交付申請書」と「連絡票」を提出してください。
※他の都道府県から授与された免許状については、鳥取県では証明書を発行できません。


○免許状授与時以降、婚姻等で改姓した後、免許状の書換をしていない場合は旧姓での証明書発行となりま
すので、旧姓で申請してください。
改姓後の姓での証明書が必要な場合は、あわせて「教育職員免許状書換願」の提出が必要となります。


○鳥取県指定の納付書により納付し、返却される納税証書（納付済証）部分を貼り付けてください。
（証明書１通につき「６５０円分」１枚。複数枚ある場合、残りは申請書裏面に貼り付けてください。）
	例：中学校教諭一種免許状（英語）、高等学校教諭一種免許状（英語）の授与証明書が２通ずつ
必要な場合：２，６００円分の手数料が必要です。




○納付書は郵送によりお送りしますので、下記担当まで御連絡ください。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当（書類提出先・お問い合わせ先）
〒６８０－８５７０
鳥取市東町１丁目２７１
鳥取県教育委員会事務局小中学校課
就学助成担当
TEL：0857-26-7510FAX：0857-26-8170
Email：shouchuugakkou@pref.tottori.lg.jp
